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４ 周産期医療 

周産期とは妊娠22週から生後満１週未満までの期間を指し、この期間は、母子とも

に異常を生じやすいことから、突発的な緊急事態に備えて、産科・小児科双方からの

一貫した総合的な医療体制が必要です。 

本県では、ハイリスクの母体や新生児を受け入れ、高度な周産期医療を提供する総

合周産期母子医療センターと地域の医療機関等が連携して周産期医療体制の整備に取

り組んでいます。 

周産期医療の状況を示す主な指標である新生児死亡率（注１）や周産期死亡率（注２）

は、全国と同様に本県も減少しており、全国平均値と比べても良好な状態にありま

す。 

一方、低出生体重児（2,500ℊ未満）の割合は、近年９％前後で推移しているととも

に、出産年齢の高齢化や不妊治療等によるリスクの高い妊娠や出産の割合は増えてお

り、周産期医療の重要性はますます増加しています。 

このため引き続き、妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効率的に提供

する総合的な周産期医療体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

【現状・課題】 

（１）周産期医療施設 

① 分娩取扱施設の状況 

令和４年中に分娩を取り扱った県内の医療機関数（香川県調査）は、東部保健医

療圏が10施設（病院６、診療所３、助産所１）、小豆保健医療圏が１施設（病院

１）、西部保健医療圏が７施設（病院７）の合計18施設で、令和元年中の20施設か

ら２施設（診療所２）減少しています。 

また、令和２年12月末現在の本県の分娩取扱医師数は69人となっています。 

② 周産期母子医療センターの状況 

県内では、新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）、母体・胎児集中治療管理室（Ｍ

ＦＩＣＵ）を備え24時間体制でハイリスクの母体や新生児を受け入れて高度な周産
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期医療を提供する総合周産期母子医療センターに、四国こどもとおとなの医療セン

ターと香川大学医学部附属病院の２病院を指定しています。さらに、ＮＩＣＵを備

え比較的高度な周産期医療を提供する地域周産期母子医療センターに、高松赤十字

病院を認定しています。 

③ 周産期医療施設の課題 

今後の出生数の減少、分娩取扱施設数や産科医師数の減少によって、地域での分

娩等に支障を来すことや、周産期母子医療センターに過大な負担がかかることがな

いよう、ＩＣＴの活用や医療機関・機能の集約化・重点化も含めた検討を行う必要

があります。 

また、ハイリスクの母体や新生児の増加により周産期母子医療センターのＮＩＣ

Ｕ、ＭＦＩＣＵ等の病床稼働率が高くなっており、特にＮＩＣＵは、満床に近い状

態にあることから、救急搬送の受入れに支障を来さないよう改善を図る必要があり

ます。 

（２）周産期医療体制 

県内においては、高度な医療が適切に提供されるよう、別図（周産期医療体制イ

メージ）のとおり、周産期母子医療センターと地域医療機関等が連携して母体及び新

生児の搬送受入体制や高度な医療の提供体制の構築を図っています。 

 

 

周産期母子医療センター等での母体及び新生児の受入体制については、関係医療機

関等が情報共有し、迅速な母体・新生児搬送が行われるよう周産期医療情報システム

を運用しています。また、母体、新生児の救急搬送については、適切に行われるよう

定めた母体・新生児救急搬送マニュアルに基づき実施することとしています。 

 

  【別図 香川県周産期医療体制イメージ】 
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 総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ（四国こどもとおとなの医療ｾﾝﾀｰ・香川大学医学部附属病院） 

◇重症母・児に対する極めて高度な周産期医療の提供 

◇地域の周産期医療機関等から母体・新生児の受入れ 
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【対策】 

（１）新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の稼働率の緩和等 

周産期母子医療センターのＮＩＣＵは、近年、ほぼ満床に近い状況にあるため、救

急搬送の受入れに支障を来さないよう関係医療機関相互の一層の連携に努めます。 

また、ＮＩＣＵ等に入院する新生児の状態が改善した際に、搬送元又は地域の医療

機関に搬送する「戻り搬送」や、ＮＩＣＵ等退院後の在宅療養児向けのレスパイト病

床の確保、在宅療養に必要な小児を対象とした訪問看護、訪問診療体制の整備などに

努めます。 

（２）周産期医療関係者の人材確保と育成 

香川県医師育成キャリア支援プログラム等により医療従事者の確保・養成（詳細は

第４章参照）に努めるとともに、県内２か所の総合周産期母子医療センターにおい

て、周産期医療に従事する地域の医師、助産師、看護師等を対象に、周産期医療に必

要な知識や技術の習得のための研修を行います。 

また、超低出生体重児に対する蘇生などの特殊な医療については、県内の関係医療

機関が連携して研修を行うことにより専門医の早期養成を図ります。 

（３）災害時の周産期医療体制の整備 

災害発生時における周産期の医療支援等は一般の災害医療とは異なる対応が求めら

れるとともに、新興感染症発生・まん延時においても、適切な妊婦のトリアージや入

院等に係るコーディネートを行うことが重要です。平成28年度から国が開始した周産

期の医療支援を調整する「災害時小児周産期リエゾン」養成研修に、周産期母子医療

センターの医師等を派遣し、23名（令和５年４月１日現在）の医師を任命していま

す。災害時に災害対策本部の下に設置される保健医療福祉調整本部等において、災害

医療コーディネーターのサポートとして、日本産婦人科学会 大規模災害対策情報シ

ステム（ＰＥＡＣＥ）等を活用し、小児・周産期領域におけるネットワークを経由し

た患者搬送や物資の支援を円滑に行う役割を担います。 

また、災害時小児周産期リエゾンによる支援調整等が円滑に行われるよう、災害医

療コーディネーターやＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）と連携した救護体制を整備し

ます。 

（４）周産期メンタルヘルス等対策の推進 

精神疾患を合併した妊産婦の受入れや早期の産後うつ対策の充実が求められている

ことから、これら周産期メンタルヘルスに対応できる精神科医療機関のリストを整備

し、連携を図ります。 

また、経済的要因・家庭的要因などにより、子育て困難が予測される社会的ハイリ

スク妊産婦への対応も含めて、医療（精神科、産科、小児科等）、保健、福祉等関係

者が連携した支援体制の構築に努めます。 
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【数値目標】 

項 目 現 状 目 標 目標年次 

周産期死亡率（出産千人対） 
3.1 

（Ｒ元～Ｒ３） 
現状維持 令和11年度 

（注１）新生児死亡率とは ⇒ 生後４週未満の乳児死亡の出生千人当たりの割合である。 

（注２）周産期死亡率とは ⇒ 妊娠満22週以後の死産に生後１週未満の早期新生児死亡を加えた周産期死亡の出産 

（出生＋死産）千人当たりの割合である。 

 

【ロジックモデル】 

 
 

番号 番号 番号

（１）医療体制

指標 周産期死亡率（出産千人対）

（２）支援体制

2

周産期メンタルヘルス対策の充実が図ら
れている。1

2
在宅療養児向けのレスパイト病床の確
保、在宅療養に必要な小児を対象とす
る訪問看護等体制の整備などに努める。
香川県医師育成キャリア支援プログラム
等により医療従事者の確保・養成に努め
る。

3

災害医療コーディネーターやＤＭＡＴと
連携した救護体制を整備する。6

5 災害時の周産期医療体制が構築されて
いる。2

医療（精神科、産科、小児科等）、保
健、福祉等関係者が連携した支援体制
の構築に努める。

周産期メンタルヘルスに対応できる精神
科医療機関などのリストを整備し、連携を
図る。

1

災害発生時における周産期医療支援の
ため、「災害時小児周産期リエゾン」の養
成・任命に取り組む。

個別施策 目標（中間アウトカム）

4
総合周産期母子医療センターにおいて、
周産期医療に従事する医師等を対象と
した研修を行う。

目的（分野アウトカム）

ＮＩＣＵにおける救急搬送の受入に支
障のないよう、関係医療機関相互の一
層の連携に努める。

1 母子の状態に応じた周産期医療体制の
整備・充実が図られている。

安心して子どもを生み育てることができる
環境になっている。1

1


